
「年末資金」の取扱いについて 

 
 
島根中央信用金庫(理事長 的場 章好)では、中小企業の皆様の資金調達を円

滑なものにすることを目的に下記のとおり「年末資金」の取扱いを開始します

のでお知らせします。 
 
 
記 

 
１．取扱期間    自 平成 23 年 11 月 1 日(火) 
          至 平成 23 年 12 月 30 日(金) 
２．融資限度額   融資金額 5,000 万円以下(月商の 2 ヵ月以内) 
 
３．融資条件    ①融資期間 6 ヶ月以内かつ平成 24 年 6 月 29 日(金)まで 
          ②通常金利より最大で 0.125%までの引き下げ 
          （最下限 2.1%）(信用保証協会付保は下限 2.1%) 
４．取扱い店舗   本店および各支店 
 

 
以上 

 
 


